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Ａ　現　状

１　医療機関

①　マヒドン大学医学部附属シリラート病院　診療放射線部

　マヒドン大学シリラート病院は、タイ王国

を代表する高度医療を提供する先進的病院と

して機能している。そこには国際的な学生が

研修を受ける設備もあり、医療技術を広く発

信する位置づけにある。

　附属病院は1888年、チュラロンコン王が

私財を投入し建設した病院で、バンコク市

の中央を流れるチャオプラヤ川の西岸に位置

する。ベッド数は3,600床、一日の外来患者

数は約3,000人、全職員数は約6,000人、診

療放射線技師数は約75名である（図76）。今

回の調査に対応したのは、放射線科部長のピ

パット・チュヴィト氏とJICA研修の修了研

修員であるアンパイ・ウボルチャイ診療放射

線技術科長（前タイ王国放射線技師会長：図

77）であった。

　シリラート病院は大規模病院であるため、

専門化された部門から構成されている。それ

は心臓血管センター（図78）や小児救急セ

ンター。救命救急センター、外来センター、

ガンセンター、中毒センターなどである。

　診療放射線部門は画像診断部門、核医学部

門、放射線治療部門から構成されている。

　その規模の大きさから、各部門では最新鋭

の機器と年数を経た機器が混在して運用され

ていて、一部ではフィルムを用いず電子化さ

れた情報をモニタ上で観察することが可能な

フィルムレス運用であり（図79）、また一方

ではフィルムを出力する形式の運用（図80）

図76　シリラート病院

図77　アンパイ科長

図78　心臓血管センター
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もあり、双方が混在する環境であった。画

像を保管するサーバの容量は現在18テラバ

イトであるが、毎年２テラバイトずつ増設し

ているとのことである。データの保存形式は

SAN（高速データ通信技術を用いたディス

クシステム）を用いていた。また、Ｘ線撮影

などのオーダは依頼用紙に患者や撮影内容が

記録されたバーコードを出力し、撮影終了時

に経費を院内の医事会計システムへ自動的に

送信する方式であった（図81）。

a　画像診断部門

　全ての撮影室でコンピューテッド・ラジオグラフィ（デジタルデータを用いた撮影シス

テム：CR）を用いている。読影は、多くの放射線科医が迅速に対応していた（図82）。旧

式の撮影室では、二つの撮影室は交通しており、鉛を含まないカーテンで区切られていた。

撮影室と操作室の構造は欧米と同じく撮影室

内に一部間仕切りがあり、そこに操作用コン

ソールが設置されていた。同様に、64列の

多列コンピュータ断層撮影装置（MDCT）の

撮影室と操作室の間に扉はなく、撮影室側

からの散乱線が操作室に漏れ、操作室側の話

し声などは撮影室側に聞こえる状況であった

（図83）。高磁場強度の核磁気共鳴撮影装置（3

テスラMRI）では脳の撮影を主として行い、

核磁気共鳴による血管撮影，脳機能の画像作

図79　フィルムレス環境の読影室

図81　バーコード出力の依頼書

図80　フィルムレスを用いた読影室

図82　撮影室横の読影端末
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成などを中心に検査が行われていた。通常磁場強度の核

磁気共鳴装置（1.5テスラMRI）を用いた心臓MRI検査

では、心電図および呼吸の位相同期（ゲーティング）を

行い、全心臓撮影（ホール・ハート・イメージング）を

行っていた。各コンピュータ断層撮影装置（CT）や磁

気共鳴装置（MRI）に診療放射線技師が３名ずつ配置さ

れ、そこに医師１名、看護師１名、学生が３名と人的資

源は潤沢に配置されていた。本邦でも急速に普及した陽

電子消滅断層撮影装置（PET-CT）は１台あり、半減期

が短時間である放射線医薬品は外部製造機関から配達さ

れていた。画像処理用のコンピュータは各撮影装置に１

台以上設置され、加えて読影室にも複数台設置されてい

た。フィルムレス環境の読影室に配備される液晶モニタ

は、一般的には３面構成であるがほとんどが200万画素

のカラーモニタであり、１台のみ200万画素モノクロモニタが混在していた。診療内容は

日本の大規模病院とほぼかわらず、新規機種の浸透は順調に進んでいる状況が伺えた。し

かしながら、他に比較して大きな技術革新のない一般撮影室の設備環境は古く（図84）、

患者の入り口や更衣室の構造では、プライバシーの保護や感染防止対策など構造上、運用

上の撮影環境整備が必要と思われた。

b.　核医学部門　

　全身用角度可変型の単光子による断層撮影装置（SPECT）が２台あった（図85）。検査

室の構造は、患者と操作用コンソールは別室に配置され、鉛ガラスを通して観察しながら

検査を行っていた。検査室の間には読影室があり、画像読影端末と画像処理端末が設置さ

れていた。画像処理端末では他の検査機器（モダリティ）との合成画像（フュージョンイメー

図83　CTと操作室の間仕切り

図84　外来診療棟の一般撮影室
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ジ）も作成可能であった。場所を変え，甲状

腺外来があり、甲状腺の放射能を計数する検

出器（シンチレータ）と旧式の単光子による

断層撮影装置（SPECT）を検査に用いていた。

放射性医薬品の標識設備や、保管，廃棄設備

（図86）は日本とほぼ同様であり医薬品の廃

棄に要する保管日数は10半減期であった。

ｃ　放射線治療部門　　

　高度な技術を必要とする放射線治療装置で

ある強度変調方式直線加速器（IMRT）が１

台、通常の直線加速器が１台、コバルト照

射装置が2台稼働し、１日の治療件数は200

人とスタッフの業務は大変多忙な状況であっ

た。そのうちの15人が強度変調方式直線加

速器（IMRT）で、100人はリニアック装置

で放射線治療を行っていた。技術面の評価を

行うまでの見学は出来なかったが、バンコク

市内と言えども周辺の病院において放射線治

療を行うための直線加速器が十分普及してい

ない状況から見て、大学附属病院の使命として活発な放射線治療を行っている様子が伺え

た。

　このように、マヒドン大学医学部附属シリラート病院では高度医療機器を十分に駆使し、

先端の医療を提供していることが判明した。しかしながら装置の洗浄・消毒や、職員の手

洗いの習慣など定着しているようには見受けられず、標準的感染予防措置（スタンダード

プリコーション）の概念に基づく公衆衛生面の教育・訓練が必要と思われた。加えて、未

だ十分に先進機器が普及を見ないタイ王国周辺諸国の研修生を招いてバンコクにおいて第

三国研修を実施するための中心的位置づけにある一般撮影部門は、環境の整備や装置の整

備など研修に向けた万全な受け入れ準備が必要と思われた。

会談要旨　（３月14日）

小西団長：

　カンボジアの診療放射線技師の研修受け入れはお願いできるか。

図85　核医学検査装置

図86　放射線医薬品標識設備
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アンパイ画像診断科長：

　 研修員の受け入れについては医学部長へ依頼書を送って欲しい。そうすれば、検討して

自分のところで実施できる。

②　チュラロンコン王記念病院　診療放射線部

 チュラロンコン大学およびチュラロンコン

王記念病院はバンコクの中央部に位置し、主

として世界赤十字社の援助のもと運営され

ている。1917年当時からチュラロンコン王

の指示により建立され、国内最初の高等教育

施設として運営され現在に至っている。今回

はチュラロンコン大学教授でタイ王国臨床検

査技師会のラチャーナ会長のご紹介で放射線

部長であるソムチャイ・ワンスパチャッ准教

授が対応した（図87）。チュラロンコン王記

念病院運営の現状を聞き、当方からは日タ

イ合同による第三国研修の概要について説明

を行った。当病院は日本の医療機関や大学と

も交流があり、診療放射線技師においては短

期間ではあるが研修員の相互派遣を行ってい

る。

　今回見学したのは、コンピュータ断層撮

影装置（CT）と核磁気共鳴診断装置（MRI）

であり、どちらも現代の医療において使用す

るには十分な性能を持っていた。MRIは２台

を見学し、１台は比較的新型の磁場強度が1.5

テスラ装置で（図88）、もう１台は16年前の

1.5テスラ装置であった。一般撮影室は時間と建物の配置の関係で見学が不可能であった

がコンピューテッド・ラジオグラフィを用いた撮影を基本としていた。放射線，電磁波の

遮蔽についての問題はなかった。

図87　右から３番目が小西団長
右から４番目が坂下団員（診療放射線技
師）
右から２番目がラチャーナ会長
左から４番目がソムチャイ准教授

図88　チュラロンコン王記念病院のMRI撮影室
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会談要旨（3月14日）

小西団長：

　 外務省タイ国際協力庁TICA、保健省、教育省と日─タイ共同研修事業の枠組みについ

て議論してきた。

　 タイ王国の１人当たりGDPが3000ドル近くに成長してきていることは、被援助国から

援助国に成長してきている証拠である。

　タイ王国が周辺国へ援助することはタイ王国の国益にかなうことであると聞いている。

　 教育省と私どもが協議して国立大学へ依頼して、周辺国の研修員を受け入れることは可

能である。

　 集団コースはJICAとTICAベースで、個別の案件については、教育省と協議してチュラ

ロンコン大学へお願いしたい。

　 日─タイの共同研修事業を行うには、役割分担が当然ある。例えば、研修カリキュラム、

研修施設、研修指導者、周辺国の研修員へのビザはタイ側にお願いしたい。宿泊施設は

AIHD（アセアン保健開発研究所）を利用したい。日本側はタイ側の指導者をトレーニ

ングすることを考えていきたい。日本の優秀な専門家をタイへ派遣する。

　 また、周辺国のニーズも把握していきたい。昨年はミャンマー、２週間前はカンボジア

へ調査団を派遣した。来年度もアジア地域へ派遣し、ニーズの確認と同時に各政府の対

応についても見てみたい。

　 この枠組みについてはTICA、JICAと合意しているところである。詳細については今後、

協議していく。

　 第２回 国際セミナーを本年５月に社団法人 日本臨床衛生検査技師会と共催するので、

会長に講演をお願いしたい。また、帰国研修員にも帰国後の活動について発表してもら

いたいので、１名を推薦してもらいたい。

　 第３回 国際セミナーはバンコクで開催したい。時期は11月から来年の３月頃。臨床検

査技師と診療放射線技師を対象にしたい。

ラチャーナ会長：

　 第２回 国際セミナーの件については了解した。会員の帰国研修員より選考の上、推薦

する。

小西団長：

　 財団法人 国際開発救援財団が支援しているカンボジアの国立小児病院より臨床検査技

師の研修員をチュラロンコン大学で受け入れてもらえるか。

　また、リハビリテーションや診療放射線技師の受け入れもできるか。
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ラチャーナ会長：

　 本大学医学部の附属病院に相当するチュラロンコン王記念病院の病院長は医学部長を兼

務しており、研修に関する依頼書を同病院長宛に出してくれれば対応できる。

小西団長：

　教育省を通じた方がいいのか否か。

ラチャーナ会長：

　教育省を通じる必要はない。
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２　行政機関

① 外務省タイ国際協力庁（TICA）

　今後、タイ周辺諸国の第三国研修をタイ

において行うため、日本タイ王国間の協調の

あり方について、タイ王国外務省では日本の

JICAに相当するTICAを訪ね会合を持った。

TICAは外務省内の国際交流推進部門として

すでに技術協力を国内・外で広範囲に実施し

ている。今回、対応した中心的人物は、アピナン・パタラヤットTICA次長であった（図

89）。

　TICAの業務は次の三項目が主体である。一つ目は日本─タイ間協力関係に基づく支援

金などをどの機関に送るかを決定する仕事。二つ目はタイ国内から日本へ派遣する人材を

選抜する仕事。三つ目はタイを中心とする第三国へ日本からの支援を技術移転する仕事で

ある。TICAは、タイ国内において進歩した技術を近隣の第三国に支援することを希望し、

すでに農業、工業、公衆衛生分野などを支援している。その種類は12 ～ 13項目におよび、

実績としてすでに20年以上が経過している。

　代表的な項目を列記する。

○　プライマリーヘルスケアの人材育成

○　外傷の予防および安全促進

○　戦略的マラリア対策マネジメント

○　 HIV/AIDS地域協力センタープロジェクト

○　皮膚疫学プロジェクト

○　タイ国立衛生研究所機能向上プロジェクト

○　タイ国際寄生虫対策アジアセンタープロジェクト

○　タイ王国外傷センタープロジェクト

　今後、日本とタイ王国が協力して本事業を推進する場合、支援を要請する意志のある国

とその対象ニーズを確認する必要がある。加えて、タイ王国外務省だけではなく保健省、

教育省とも連携した活動が必要であるのは明白である。

会談要旨(３月12日)

アピナンTICA次長：

　日―タイの共同事業には３つの形態がある。

図92　小西団長とアピナン次長（左側）



－62 － －63 －

○　JICAを通じての２国間事業

○　日本での研修コース：タイからの派遣の場合は、TICAが手続き機関となる。

○　タイにおける第三国研修の技術移転事業

　以上３つの形式によりタイと日本の協力関係が成り立っている。

　タイの技術協力において優先している分野は公衆衛生・農業・教育である。

　当該分野における人材育成が最大の課題である。特に医療技術については重要視している。

小西団長：

　 今回、タイとの共同研修事業の立ち上げを目的にやってきた。たとえば、第三国研修は

日本政府、JICAの政策に沿ったものであり、協力していく枠組みにどういうものがあ

るのか、意見交換をしたい。

　日本とタイは深い関係にあり、日本は最大の援助国である。

　タイの帰国研修員を再教育して、周辺国の研修員の指導に当たるようにしてはいかがか。

　日―タイの役割分担については、

日本側：

　○　タイ周辺国の医療ニーズの調査

　○　タイ帰国研修員へのトレーナーズトレーニングの実施

　○　ニーズによるカリキュラムの策定

タイ側： 

　○　研修施設の提供

　○　宿泊施設の提供

　○　指導者の提供

　また、タイ政府が認可しているNGOがあれば共同してやっていきたい。

　TICAとしていろいろな案があれば教えてもらいたい。

アピナンTICA次長：

　 タイは第三国研修形態の事業について既に20年以上の経験がある。現在、JICAとTICA

で12 ～ 13のコースを実施している。

　 タイ周辺国のニーズも把握している。研修カリキュラムの策定もタイ側で可能であると

考える。また、帰国研修員の活用については、JIMTEF帰国研修員は全国に点在してい

るので、全体を掌握するのは不可能である。

　 本件に関して、JICAより正式な依頼があれば、JICAとの共同事業として、具体的な計

画立案作業に入り実施計画を策定していきたい。



－64 － －65 －

　 貴財団の研修員受け入れ実績を拝見すると1988年から2006年の間にミャンマーから

は、10名の研修員しか受け入れていない。TICAとJICAの共同事業の枠で行えば、増加

することが可能である。また、案件が具体的になれば、研修員への査証や免税手続きは

TICAが行う。

　 個人的見解として、TICAの方向性はJIMTEFの目指すものと同じであり、JICAと

TICAの協力のもとで、計画を進めていけばいろいろな形に発展する可能性があると思

う。

　 また、技術移転に関しては、各国より研修員を受け入れて研修を行うよりも現地に専門

家を派遣して指導する方が費用も節約でき、より効果的であると思う。

　 研修コース型では費用も掛かるが、効果が不明確である。現在、研修コース型事業の評

価方法にいて研究している。

小西団長：

　本件について、今後はTICAがJIMTEFの窓口になってもらえるか。

アピナンTICA次長：

　 窓口には大きな窓口と小さな窓口がある。大きな窓口とは国レベル、小さな窓口とは機

関レベルの窓口である。

　 今後は国レベルの関係を構築して行くべきであるので、JIMTEFとTICAはあくまで

JICAを窓口に関係を構築して行くべきである。

図91　保健省にて　坂下団員（右から３番目）
小西団長（右から４番目）

　 ソピダ国際課長（右から５
番目）

図90　保健省概観
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②　保健省

　保健省（図90）ではソピダ・チュクル政策戦略部国際課長が中心となり当調査団と会

談した（図91）。当方からは５月、日本において開催される国際セミナーの案内に加え、

直前に訪問した外務省（TICA）での第三国研修事業に関する合意事項について説明を行っ

た。これまで来邦した修了研修員が現在、国内のどこに所属するかタイ側が調査すること

になった。また、研修事業の実施形態は第三国からの研修員を受け入れる方法もあるが、

タイ国内からJIMTEF修了研修員などタイ人専門家を需要のあるタイ周辺国現地へ派遣す

る方式もあるとの意見があった。

会談要旨（３月13日）

小西団長：

　以下についてTICAと合意したので、協力してもらいたい。

　　○　予算の割り振りは追って協議する。

　　○　研修カリキュラムを共同で策定する。

　　○　タイ側が研修施設を提供する。

　　○　タイ側が宿泊施設を提供する。

　　○　AIHD（アセアン保健開発研究所）を活用する。

　　○　日本側が研修ニーズの調査を行い、タイ側の情報と照合する。

　　○　日本より専門家をタイへ派遣してタイ人指導者のトレーニングを行う。

　　○　査証手続きはTICAが行う。

　　こういったことを、JIMTEFとJICAが協議をして申請していきたい。

　　これがTICAの意向でもある。この事業が立ち上がれば、保健省の応援が必要である。

ソピダ国際課長：

　 保健省としては、10数年前から、タイ周辺国より研修員の受け入れ、タイ人専門家の

派遣を行ってきた。現在、専門家を派遣し、現地で指導した方がより効果的な技術移転

ができると考えている。

　 他国への技術協力に際して、本省の担う役割は、アカデミックな部分である。

　 私の感想としては、JIMTEFがタイ帰国研修員と協力して技術協力を計画していること

に感謝している。本省としても協力したいと思っている。今後の連絡は小官へお願いし

たい。
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③ 教育省　高等教育員会

　教育省では高度教育委員会のエカポン・

ラウアティアンシントゥ氏と会談した（図

92）。本省は今日まで国際交流の実績も多く、

本邦の独立行政法人 新エネルギー・産業技

術総合開発機構（NEDO）による太陽電池に

関する研究開発もその中に含まれている。診

療放射線技師の研修制度についても協力を行

うが、派遣型の実施もしくは研修場所をタイ

国境近傍にした方が、研修員の便宜と経費の

節減に効果があるとの発言があった。エカポ

ン氏はJICA・TICA相互による国際交流形式とは別に、教育省を直接経由する方式の交流

も提案してきた。国内に分布する国立大学などの教育機関に教育省から呼びかけ、第三国

研修の研修受け入れ希望校を抽出する方法もあると発言した。

　タイ王国における診療放射線技師の免許は教育省から発行される。保健省管轄の二年も

しくは二年半の養成課程が現在もごく一部残っており、診療放射線技師へ移行するための

就学システムも用意されている。タイ国内の診療放射線技師数は約2,000名、養成課程修

了者数は約1,000名である．教育省が所管する教育機関では、就学期間は四年であり修士

課程まである。

会談要旨（３月13日）

エカポン事務官：

　本省では、高等教育や学術交流の分野で日─タイの共同事業をサポートしている。

小西団長：

　次の項目についてTICA並びに保健省と役割分担について協議をした。

　 昨年はミャンマー、今年はカンボジアへ行き、次の５分野について研修ニーズが確認さ

れた。

○　臨床検査（ミャンマー）　　

○　柔道整復（ミャンマー）　　

○　診療放射線（ミャンマー）　　

○　リハビリテーション（カンボジア）

○　臨床工学（カンボジア）

図92　教育省にてエカポン氏らとの面談
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　 メコン川地域の開発はタイの国益に反映される。タイの役割分担についてはTICAと保

健省も合意した。JIMTEFとJICAで計画をまとめ協力していきたい。

　 また財団法人 国際開発救援財団から要請のあるカンボジア研修員の受け入れが可能な

国立大学はどこか。

エカポン事務官：

　 受け入れの能力を持っているのは、マヒドン大学のみではない。ブルーパール大学はカ

ンボジア国境に近くカンボジア研修員の受け入れには適していると思う。

　 タイの国立大学をサポートすることを通じてカンボジアをサポートして行きたい。もし、

チュラロンコン大学とマヒドン大学以外でよければ、案件を本委員会委員長宛に送って

ほしい。それからそれを各大学へ配布する。その後は、受け入れを表明する大学と直接

交渉することになる。

　 この件については外務省を通すと時間がかかるので、直接本委員会委員長宛に書面を送

付してほしい。小官宛の文書は不要である。専門家派遣についても同様に対応する。
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Ｂ　課　　題

１　指導者の確保

　日タイ共同事業によるタイ周辺諸国を対象とした第三国研修の実施には、修了研修員が

タイ全土に散在している状況であることから、バンコク近郊以外では本事業に対し集中し

て協力を得られにくい状況が考えられる。従ってタイ国内の指導者の確保についてはマヒ

ドン大学の専門家に相談すべきである。さらに、彼らは近隣諸国の放射線技師の要求をよ

く理解し、各分野の指導者として誰がふさわしいかを熟知している。

 

２　研修員の参加資格に関する基準

　近隣諸国に専門家を派遣し、その国の需要にあった研修を行うのが良い場合もある。少

数の研修生を集めて研修を行う場合、選抜段階の誤りで研修生としての基準を満たしてい

ない場合があり、十分な研修成果を望めないこともある。

３　研修成果についての評価

　研修成果の評価は、本事業を実施する場合の重要事項である。この判定は、目的と対策

が明確であり、それらの成果を定量的・客観的に評価する必要がある。それを行うには、

多国籍の研修生を受け入れる事業形態や、十分明確な目標を立てるべきであって、それら

が欠如した状態では正確な判定は不可能となる。

４　研修成果の普及

　修了研修生が研修により習得した技術の当該国での広範囲な浸透は、個人レベルでは望

めず技師会等の団体に属し組織力で普及活動を行う必要があるが、その組織を持たない国

も見受けられる。それらの技術が浸透する障害となる要素は以下である。

　○　西洋諸国に比較して教育レベルが低い。

　○　政府からの本格的支援がない。

　○　医療関係の資材が揃っていない。

　タイ王国における医療は、バンコク中心部と周辺各都市が同等の医療水準を持っている

という確証は得られない。バンコク中心部の大規模病院では、循環器疾患や悪性疾患の診

療において高度の医療水準を保持している。救急診療は、診療システムが構成される機材
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等の古さから欧米に比較してその水準に達していない。同様に、救急医療における放射線

機器の活用も一般撮影が中心に用いられ、高度先進機器の活用までには至っていない。

　診療放射線技術に関して、今回見学した施設における技術レベルは本邦における技術レ

ベルと大差は見受けられなかった。病院全体の電子化された診療システムは現在、普及の

途上であり、放射線領域でも他部門との高度な診療情報の連携は見られなかった。

放射線障害防止法や慣習の異なりから、日本国内での診療と比較して放射線管理区域の設

計や使用上の環境に違和感があるが、放射線防護の概念と公衆衛生に対する指針を明確に

することにより、一定の水準を維持したタイ王国で第三国研修を実施することは可能であ

る。

　教育担当および指導者の確保は、これまでの研修員の分布状況から見て、バンコク近隣

にて確保することが妥当である。
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C　提　　言

―日タイ共同研修事業の可能性に向けて─

１ 　タイ周辺諸国を対象とした第三国研修を実施するには、タイ王国国境周辺部の施設

を用いて実施するよりも、バンコク市内中心部の施設を用いることが妥当である。

２ 　専門家を派遣するか研修生を受け入れるかの選択については、対象国の調査を行い

個別に決定する方法が効果的である。

３ 　安定した研修員の受け入れ環境を整備し、比較的均等な研修成果を達成するために

は、研修員を受け入れて研修を行うべきである。

４ 　それには研修生受け入れ施設において、タイ周辺諸国の医療環境レベルに見合った

一般撮影室をはじめとする放射線機器、診療環境の整備が不可欠である。

５ 　診療放射線技師免許が定着している国家からの研修員であるならば、放射線技師会

など公益職種団体の設立のノウハウを日本から支援することも研修事業の普及効果を

高めるためには必要である。
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Ⅴ　面 会 者 リ ス ト
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カンボジア調査団

在カンボジア日本国大使館

　高　橋　文　明　　　　　　　特命全権大使

　嘉　川　裕　康　　　　　　　一等書記官兼医務官

　森　川　恵　実　　　　　　　経済協力専門調査員

　寺　内　こずえ　　　　　　　専門調査員

在タイ王国日本国大使館

　小　林　秀　明　　　　　　　特命全権大使

　山　田　　　淳　　　　　　　公使

 

JICAカンボジア事務所

　米　田　一　弘　　　　　　　所長

　村　上　雄　祐　　　　　　　次長

　鵜　飼　彦　行　　　　　　　次長

　寺　門　雅　代　　　　　　　所長補佐

　佐　藤　祥　子　　　　　　　企画調査員

　

JICAタイ事務所

　佐　藤　幹　治　　　　　　　所長

国際開発救援財団カンボジア事務所

　依知川　弘太郎　　　　　　　所長

　松　永　　　一　　　　　　　プロジェクトマネージャー

　石　井　智　浩　　　　　　　医師

　五十嵐　彩　子　　　　　　　栄養士
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国立小児病院

　チョー・イ・メン　　　　　　院長

　スイ・ラボット　　　　　　　理学療法士兼臨床工学技士

クメール・ソビエト友好病院

　イー・トゥン・シエン　　　　院長

　キエン・ヤナ　　　　　　　　副院長

　タン・チャンタラ　　　　　　医師

　ヘム・ラディ　　　　　　　　医師

　トゥン・カオ　　　　　　　　診療放射線技師

カルメット病院

　チェン・ラー　　　　　　　　副院長

　イエット・スンナロン　　　　技術部長

　スーン・ソコム　　　　　　　理学療法士

　チャン・リャサット　　　　　理学療法士

キエン・クレアンリハビリテーションセンター

　ラティー・ケオ　　　　　　　マネージャー

　ソー・ヴィサール　　　　　　理学療法士

　バック・トーキョー　　　　　理学療法士

国立保健医科大学

　オム・ソパル　　　　　　　　学長

　カー・スンボナット　　　　　医学部長

国立医療技術学校

　フイ・ソヴァット　　　　　　校長

　イム・ソパル　　　　　　　　副校長
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　ソポン・チン　　　　　　　　理学療法士

　伊　達　潤　子　　　　　　　JICA専門家 

　佐々木　由　三　　　　　　　JICA専門家

　及　川　雅　典　　　　　　　JICA専門家

　秋　山　純　和　　　　　　　JICA専門家

保健省

　エン・フット　　　　　　　　長官

　キエット・プーン　　　　　　人材育成部長

社会問題・退役軍人・青年リハビリテーション省

　ラオ・ヴェン　　　　　　　　リハビリテーション部長

　カ・キントン　　　　　　　　副部長

　サー・ソポン　　　　　　　　副部長

　ムー・チョン　　　　　　　　リハビリテーション課長

　マー・チャンナット　　　　　訓練課長

　ティヨ・ソム　　　　　　　　理学療法課長

　ソー・テリー　　　　　　　　理学療法指導官

　ミー・ソッヨー　　　　　　　理学療法担当官
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タ イ 調 査 団

在タイ王国日本国大使館

　山　田　　　淳　　　　　　　公使

　柴　田　和　夫　　　　　　　参事官

　小　野　俊　樹　　　　　　　一等書記官

JICAタイ事務所

　小野田　勝　次　　　　　　　所長

　鈴　木　啓　史　　　　　　　職員

マヒドン大学医学部附属シリラート病院　放射線部

　ピパット・チュヴィト　　　　　　　　　部長

　アンパイ・ウボルチャイ　　　　　　　　画像診断科長

　ヴェヌス・ウイセッサン　　　　　　　　診療放射線技師

チュラロンコン王記念病院　放射線部

　ソムチャイ・ワンスパチャッ　　　　　　部長

タイ王国外務省　タイ国際協力庁（TICA）

　アピナン・パタラヤット　　　　　　　　次長 

　ヴィティダ・シヴァクア　　　　　　　　パートナーシップ部　事務官 

タイ王国保健省 

　ソピダ・チュクル　　　　　　　　　　　政策戦略部    国際課長 

　ヴィチェン・タンバラナック　　　　　　医療サービス局 国際関係主任 

タイ王国教育省　高等教育委員会 

　スニ・チュライシン　　　　　　　　　　貿易自由化政策マネジメント課長

　エカポン・ラウアティアンシントゥ　　　国際関係プログラム事務官
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　スダポルン・イムチャロエン　　　　　　国際関係プログラム事務官

　ワタナソピィ・スカサアルトゥ　　　　　国際関係プログラム事務官

タイ臨床検査技師会 

　ラチャーナ・サンチャノット　　　　　　会長

　タサニー・サクルッアムロンパニック　　理事・事務局長

　パラニー・アマラノン　　　　　　　　　学術担当理事


